
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：平成３１年１月１１日（金） ９：２２～９：３３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣） 

𠮷 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

櫻 田 義 孝 国務大臣 

陪 席 者：野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

欠 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○政令        ３件 

○人事        ５件 

〇配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 

1



議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，野上副長官から御説明申し上げます。 

○野上内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。「チリ国」及び「インド国」

駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。 

本件は，１７日，信任状捧呈の予定であります。次に，信・解任状に認証を仰ぐこ

とについて，御決定をお願いいたします。本件は，「キューバ国」及び「ラトビア国」

駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状及び解任状であります。

次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，「研究開発力強化法

の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本年１月１７日と定めるも

のであり，「同改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，研究開発法人による出

資の拡大等に伴い，関係政令の規定の整備を行うものであります。 

次に，「健康増進法の一部改正法の一部の施行期日令」は，同改正法の施行期日の

うち，受動喫煙を防止するための国及び地方公共団体の責務等に関する規定につい

ては本年１月２４日，多数の者が利用する施設等のうち，学校や病院等における喫

煙禁止等に関する規定については本年７月１日と定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，世耕経済産業大臣がアラブ首長

国連邦及びイスラエル国政府要人との会談等のため明日から１６日まで，岩屋防衛

大臣が米国政府要人との会談等のため１５日から２０日まで，茂木内閣府特命担当

大臣がインド国及びバングラデシュ国政府要人との会談等のため１４日から１７

日まで，それぞれ海外出張されますので，御了解をお願いいたします。 

次に,弁護士草野耕一を最高裁判所判事に任命することについて，御決定をお願

いいたします。 

次に，ラトビア国駐箚大使藤井真理子外１名を願いに依り免ずることについて， 

御決定をお願いいたします。 

次に,内閣官房及び内閣府人事といたしまして，内閣府事務次官河内隆が退官し，

その後任に，内閣官房内閣審議官山﨑重孝を充てることを承認することについて， 

御決定をお願いいたします。 

次に，宇津徹男外２０１名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

なお，参議院議員鴻池祥肇を正三位に叙し,旭日大綬章を授けるものがあります。 

次に，配布資料といたしまして，「家計調査報告」があります。本件につきまして

は，後程，総務大臣から御発言があります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。

○石田国務大臣：本日，家計調査結果を公表いたしました。その主なポイントは，次

のとおりです。全国２人以上世帯の１１月の消費支出は，１年前に比べて，変動調

整値で名目０．４％の増加，実質０．６％の減少となりました。リフォーム関係を

含む住居の「設備修繕・維持」などが実質増加となった一方，電気代などの「光熱・

水道」や魚介類などの「食料」などが実質減少となりました。１年前と比べた世帯

の消費支出は，名目では増加しているものの，実質では減少となっており，持ち直
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しの動きに足踏みがみられます。 

○菅国務大臣：次に，内閣総理大臣臨時代理たる麻生副総理から御発言がございます。 

○麻生国務大臣：世耕大臣，岩屋大臣及び茂木大臣は，それぞれ海外出張いたします

が，その出張不在中，渡辺大臣を経済産業大臣の臨時代理及び原子力損害賠償・廃

炉等支援機構担当大臣の事務代理に，山本大臣を防衛大臣の臨時代理に，根本大臣

を経済財政政策担当大臣の事務代理に，それぞれ指定又は命じることといたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

 なお，海外出張された茂木大臣及び片山大臣の帰朝報告はお手元の資料のとおり 

です。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。
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平成31年 

１月 11日 

◎ 一 般 案 件

   ☆ チ リ 国 特 命 全 権 大 使 フ リ オ ・ フ ィ オ ル ・ ス ニ ガ 外

１ 名 の 接 受 に つ い て （ 決 定 ）     （ 外 務 省 ）

〃 ☆キ ュ ー バ 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 藤 村 和 広 外 １ 名 に 交

付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 渡  優 外

１ 名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て

（ 決 定 ）               （ 同 上 ）

◎ 政 令 

   ○ 研 究 開 発 シ ス テ ム の 改 革 の 推 進 等 に よ る 研 究 開 発

能 力 の 強 化 及 び 研 究 開 発 等 の 効 率 的 推 進 等 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る

政 令 （ 決 定 ）          （ 文 部 科 学 省 ）

〃 ○ 研 究 開 発 シ ス テ ム の 改 革 の 推 進 等 に よ る 研 究 開 発

能 力 の 強 化 及 び 研 究 開 発 等 の 効 率 的 推 進 等 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政

令 の 整 備 に 関 す る 政 令 （ 決 定 ）

（ 文 部 科 学 ・ 財 務 省 ）

〃 ○ 健 康 増 進 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期

日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）     （ 厚 生 労 働 省 ）

◎ 人 事

☆ 経 済 産 業 大 臣 世 耕 弘 成 外 ２ 名 の 海 外 出 張 に つ い て

（ 了 解 ）

○ 草 野 耕 一 を 最 高 裁 判 所 判 事 に 任 命 す る こ と に つ い

て （ 決 定 ）

〃 ○ 特 命 全 権 大 使 藤 井 真 理 子 外 １ 名 を 願 に 依 り 免 ず る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ○ 元 浜 田 市 長 宇 津 徹 男 外 ２ ０ １ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に

つ い て （ 決 定 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
な し

〔 別 添 〕
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          ◎ 配  布   

☆ 家 計 調 査 報 告            （ 総 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 
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